






平成29年11月4日よりトラック運送における標準貨物自動車運送約款等の改正概要
❶ 「運賃」と「料金」の区別を明確化しました

❷ 「待機時間料」を新たに規定しました

❸ 附帯業務の内容をより明確化しました
附帯業務の内容に「棚入れ」、「ラベル貼り」等※を追加します。

荷主都合による荷待ち時間の対価を「待機時間料」とします。

運賃が運送の対価であることを明確化します。

※平成26年1月の改正により運賃・料金とは別に、燃料サーチャージと有料道路利用料を収受することが明確化されました。

※その他追加する附帯業務：「横持ち」、「縦持ち」、
　「はい作業（倉庫等において箱等を一定の方法で
　規則正しく積み上げたり崩したりする作業）」

標準貨物自動車運送約款とは？

都道府県トラック協会

国土交通省が制定するトラック事業者と荷主の契約書のひな形です。

運賃・料金の収受ルールが変わりました。

運賃・料金の収受ルールが変わりました。

荷待ち時間が
発生した場合には待機時間料が
かかります

わかりました

今後は荷待ち時間が発生しないよう努力します

運 賃（運送の対価のみ） 運　　送
料 金（運 送 以 外 の 役 務 等 の 対 価）

附帯業務 積込み・取卸し 荷待ち時間

＋

運賃が運送の対価であることを明確化

運賃の範囲が不明確

改正後

改正前

運　賃
運　　送

附帯業務
積込み・取卸し 荷待ち時間

トラック事業者が行うべきこと

運賃・料金表の変更届出を行う▶「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定する必要があります。

新標準約款を営業所に掲示する▶約款を掲示していない場合、罰則の対象となります。

荷主が行うべきこと

運送以外の役務等が生じる場合はトラック事業者に
その対価となる料金を支払う。▶運送状に記載がない作業や荷待ち時間が発生した場合においても

　料金を支払う必要があります。

または、全日本トラック協会、お近くの都道府県トラック協会へお問い合わせください。

運送状に「運賃」と「料金」を区別して記載する。
▶運賃とは別に積込み・取卸し、附帯業務の料金を記載する必要が

　あります。

北海道運輸局貨物課 ☎ 011-290-2743
東北運輸局貨物課 ☎ 022-791-7531
関東運輸局貨物課 ☎ 045-211-7248
北陸信越運輸局貨物課 ☎ 025-285-9154
中部運輸局貨物課 ☎ 052-952-8037

近畿運輸局貨物課 ☎ 06-6949-6447
中国運輸局貨物課 ☎ 082-228-3438
四国運輸局貨物課 ☎ 087-802-6773
九州運輸局貨物課 ☎ 092-472-2528
沖縄総合事務局陸上交通課 ☎ 098-866-1836

問 合 せ 先国土交通省貨物課 ☎ 03-5253-8575

都道府県トラック協会

 トラックドライバーの長時間労働の要因の一つとなっている荷待

ち時間。これを削減するためには、トラックドライバーの乗務実

態を把握する必要があります。そこで、国土交通省では「貨物

自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」を平成

29年5月31日に公布、29年7月1日に施行しました。この省令は、

トラックドライバーが車両総重量8トン以上または最大積載量5ト

ン以上のトラックに乗務した場合、荷主の都合により、30分以

上待機したときは「集貨地点等、集貨地点等への到着・出発日時、

荷積み・荷卸しの開始・終了日時」などを乗務記録の記載対象

として追加するものです。

国土交通省では、今回の一部改正により、荷待ち時間等の実態

を把握することで、トラック運送事業者と荷主の協力による改善

への取り組みを促進するとともに、国としても、トラック運送事

業者やトラックドライバーに対して過度な要求をし、長い荷待ち

時間や長時間労働を生じさせている荷主に勧告等を行うにあたっ

ての判断材料とします。ムダな荷待ち時間を減らし、トラックドライバーの労働環境を改

善するためにも、荷主都合による荷待ち時間が30分以上あった

場合は必ず「乗務記録」に記載し、最低1年間は保存してください。

平成29年7月1日から、荷主都合30分以上の荷待ちは「乗務記録」の記載対象です。
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トラックドライバーの荷待ち時間削減と適正取引構築のために

出典：「トラック輸送状況の実態調査結果」
　　　（国土交通省、平成 27年調査）

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関

※デジタコなど他の方法で　記録している場合は記載　不要です。

トラック運送事業者の法令違反行為に
荷主の関与が判明すると荷主名が公表されます！荷主の関与の判断基準を明確化するとともに、荷主へ早期に協力要請を行うなど、

新たな荷主勧告制度の運用を平成29年7月1日から開始しました。
トラック運送事業者の法令違反行為

新たな荷主勧告制度の概要

●❶｢ドライバーの労働時間のルール違反｣（過労運転防止措置義務違反）

●❷「道路法（車両制限令）違反」（車両の総重量、軸重等の一般的制限値又は許可値を超える車両の運行）

●❸「道路交通法違反｣（過積載運行、速度超過等）

労働時間の主なルール（平成13年8月20日 国土交通省告示第1365号）
・1日 原則 13時間以内 最大16時間以内（15時間超えは１週間2回以内）

・1か月　293時間以内
・継続８時間以上
・2日平均で、1日あたり9時間以内
・2週間平均で、1週間あたり44時間以内

　　
 ・4時間以内

拘 束 時 間（始業から終業までの時間）
休 息 期 間（勤務と次の勤務の間の自由な時間）運 転 時 間
連 続 運 転 時 間

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関
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荷主が指示するなど主体的な関与が認められる場合※荷主の主体的な関与の具体例を明示（裏面参照）

主体的ではないが荷主の関与があった場合
３年以内に同様の事案が再発した場合
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：今回の運用見直し箇所
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荷主の皆様へ…

恒常的に長い荷待ち時間
無理な到着時間の設定

過積載になるような依頼
大型台風や豪雨・豪雪日の配送

❶  つねに出荷準備が遅れて荷待ち時間が長い
❷  いつも配送先で荷待ち時間が長い
❸  スピード違反しないと間に合わない無理な到着時間を指定された

❹  交通事故渋滞や悪天候など、やむを得ない遅延なのにペナルティを課された

❺  過積載になるのに積込時に貨物量を増やされた
❻  手作業での積込など、契約にはない積込作業を強要された

❼  契約にはないラベル貼り・検品などを強要された
❽  約束と違い荷主が高速道路料金を負担しなかった

❾  予め小さなキズ程度であれば貨物を引き取るとの取り決めがあるにもかかわらず買い取らされた

　  運転が危険な悪天候の中での配送を強要された 

     配送先でコロナウイルス感染の差別的扱いをされた

意見・事例として投稿していただきたい項目です。

QRコードを読み取って下さい。

お送りいただいた内容について、投稿者様や所属企業・団体、荷主様に問い合わせすることは絶対にありませんので、ご安心ください。

情報ください

積込先、配送先で困りごと、ありませんか。

予定通り
運んでね

高速代くれないと間に合わないよ…

3時までに届けてね
時間厳守だよ

えっ 重量オーバーになるかもしれないけどこれも頼むよ
断れないし仕方ない

え、え～、この豪雨のなかですか

大丈夫
かなぁ

国土交通省の投稿サイトにリンクしています。10

もう2時間待ってるのにここではいつも　長く待たされるなぁ

悪いね～
もう少し待ってて

11

都道府県トラック協会

荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・

法令遵守を進められるようにするための改正が行われました

　トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物

流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、

コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。

　そのためには、荷主や配送先の都合による長時間の荷待ち時間や、ドライバーが労働時間のルールを

遵守できないような運送の依頼等を発生させないことが重要であり、荷主の理解と協力が必要不可欠

です。

※「荷主」には着荷主や元請事業者も含まれます。①荷主の配慮義務が新設されました
●荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなけれ

ばならないこととする責務規定が新設されました。②荷主への勧告制度が拡充されました
●荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されました。

●荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することが法律に明記されました。

③違反原因行為をしている疑いがある荷主に対して、国土交通大臣が働きかけ

等を行います●国土交通大臣は、「違反原因行為」※（トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為）

　をしている疑いのある荷主に対して、関係省庁と連携して、トラック運送事業者のコンプライア

ンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行います。

●荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な

理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行います。

●トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反

の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」します。
悪いね～
もう少し待ってて

ええ～
またですか

改善して
くださいってお願いしたのに…

荷待ち時間の恒常的な発生

高速代をくれないと間に合わないよ…
３時までに届けてね
時間厳守だよ

非合理な到着時刻の設定 重量違反等となるような依頼重量オーバーになるかもしれないけどこれも頼むよ

はい…

断れないし仕方ない

※違反原因行為の例

荷主の都合による長時間の荷待ち時間が恒常的に発生⇒過労運転防止義務違反　を招くおそれ

適切な運行では間に合わない到着時間の指定⇒最高速度違反を招く　おそれ

積込み直前に貨物量を増やすよう指示⇒過積載運行を招くおそれ

令和元年7月1日から施行

■ 改正事項 

（令和５年度末までの時限措置）
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違反原因行為を荷主がしている疑いがあると認める場合

荷主が違反原因行為をしていることを疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善されない場合

働きかけ

要　　請

勧告・公表

改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










